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 令和８年(2026年)６月 

教育子育て委員協議会資料 

学校教育部 教職員課 

案件 

「枚方市立小中学校における働き方改革推進プラン」の策定について 
 

１．政策等の背景・目的及び効果 

本市における学校の働き方改革については、各種支援員の配置等、学校の主体的な取組を積極的に支

援しています。その結果、時間外在校等時間の月平均の縮減等、一定の成果をあげてきました。一方で、

校種間や教職員間での時間外在校等時間の格差といった課題については、引き続き取組の推進が必要です。

こうした中、令和７年（2025年）６月18日、文部科学省より「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与

等に関する特別措置法等の一部を改正する法律」が公布され、教育職員の服務を監督する教育委員会に対

して「業務量管理・健康確保措置実施計画」の策定が義務付けられました。 

教職員が心身ともに健康でやりがいを持って勤務できる職場環境を整えることで、子どもたちにより

良い教育を実現することをめざし、本市教育委員会においても今年度中に実施計画を策定・公表します。 



2 
 

２．内容 

本計画の策定にあたっては、国の示す方向性を踏まえつつ、本市のこれまでの取組や学校現場の

実態を踏まえ、働き方改革を総合的に推進する観点から検討を進めていくものです。 

具体的には、「教職員が働きやすい環境づくり」と「教職員が働きがいを感じる環境づくり」を

重点とし、学校における業務改善の取組の推進、教職員の健康及び福祉の確保に関する取組、「学

校と教師の業務の３分類」（学校以外が担うべき業務・教師以外が積極的に参画すべき業務・教師

の業務だが負担軽減を促進すべき業務）を踏まえた業務の見直しについて、整理を行います。 

＜骨子＞ 

① 計画の趣旨と現状 

② 学校における働き方改革推進のための基本方針 

③ 取組の重点内容 

④ 教育委員会による進捗管理・取組支援 
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３．計画期間 

令和９年度（2027年度）から令和11年度（2029年度）までの３年間 

 

４．策定の進め方 

文部科学省が示す方針や、教育行政学の有識者や精神科医等の知見を踏まえ、庁内協議を経て案を作成し

ます。また、パブリックコメントの結果や議会、総合教育会議等のご意見を踏まえ、プランを策定します。 

 

５．スケジュール（予定） 

令和８年６月 教育子育て委員協議会：骨子・スケジュールについて 

８月 教育子育て委員協議会：プラン（素案）について 

９月 パブリックコメント 

11月 教育子育て委員協議会：プラン（案）について 

 総合教育会議 

12月 教育委員会定例会：策定 
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６．総合計画等における根拠・位置付け 

総合計画 基本目標  一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標16  子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

 

 

 

 

 

７．関係法令・条例等 

・公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律 

・学校教育法 

・地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

・公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が 

教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針 

・枚方市教育振興基本計画 


